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❏対象区域の建築等について必要となる今後の手続き 

問い合わせ先： 

建築安全課 建築防災係 

電 話：03-3880-5317(直通) 

F A X：03-3880-5615 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
般
世
帯 

千住西地区の住宅 にお住まい 

の方等 

 

 

特
例
世
帯 

 

更に、次のいずれかに該当す 

る世帯等は助成金が加算！ 

 

・６５歳以上の方が含まれる世帯 

・要介護者が含まれる世帯 

・障がい者が含まれる世帯 

・非課税者のみの世帯 

 

 

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 足立区役所南館4階 
都市建設部 市街地整備室 密集地域整備課 西部地域整備係 担当：上野、中村 

 電 話：03-3880-5181（直通）  FAX：03-3880-5605 

メール：missyu-seibi@city.adachi.tokyo.jp 

お問い 
合わせ 

千住西地区 
まちづくりニュース 

令和元年９月 

第６号 

SENJU-WEST 
TOWN PLANNING 

災害に強いまちを目指して 

まちづくり推進中 

建築の解体・建替えの助成

制度を使ってみませんか？ 

地区計画の対象区域 

 

（下図の青枠   で示す範囲） 

地区計画が決定しました! 

この度、千住西地区に防災街区整備地区

計画が導入されましたので、これまでの解

体助成（最大210万円）に加え、建替えの場

合は、設計・監理費の助成（最大 70万円）

が追加されました。いずれも条件がありま

すので、詳しくは、下記までお問い合わせ

ください。 

 

 

 

 

千住西地区では、災害に強いま

ちづくりを目指して、まちづくり

のルールである地区計画（正式名

称「防災街区整備地区計画」）につ

いて区民の方々と検討を行い、７

月２６日に都市計画審議会の審議

を経て決定しました。 

今後、地区計画を基本に、不燃

化特区や密集市街地整備事業など

都や国の事業を活用しながらまち

づくりを進めていきます。 
 

千住西地区全域で 

防災生活道路沿道で 

防災生活道路沿道 1号～5号（2・3面の地

図参照）で、道路の拡幅整備にご協力いた

だき、お持ちの建物を耐火・準耐火建築物

に建替えた場合、建築費（最大 200 万円）

を助成します。 

 

 

個別相談会を実施していきます 
本年 10 月から来年 1 月にかけて、まちづくりに伴う皆様の土地建物の影響や、区としての手

立てについて個々にご相談する機会を設けます。千住西地区全体を対象にした相談会

(11/10(日)・1/25(土))、防災生活道路沿道の方を対象にした相談会(10/12(土)・12/22(日))を各

２回予定しています。日程等詳細は、その都度開催案内を配布してお知らせします。是非お気

軽にお越しください。 

 

地区計画が決定したことで、今後対象区域内で建築等を行う場合は以下の手続きとなります。 

旧耐震建物以外も対象に！ 

 

 

 
年齢条件緩和 

感震ブレーカーを 
設置しませんか？ 

問い合わせ先： 

密集地域整備課 不燃化特区推進係 

電話：03-3880-6269(直通) FAX：03-3885-5605 

令和元年１０月１日より、 

感震ブレーカー設置費用助成制度の

対象条件が緩和されます！ 

 
電気火災対策では、震度５強相当の

地震をセンサーで感知し、ブレーカ

ーを落とす感震ブレーカーが効果的

です！！ 
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千住西地区の地区計画について 

間口率７割以上 ルール１ 建物の高さ５ｍ以上 ルール２ 

地域にふさわしい建物 ルール６ 

敷地は８３㎡以上 
ルール７ 

道路幅の確保 拡幅用地内での工作物の制限 ルール４ 

落ち着いた色合いの建物 ルール８ 

緑化の推進 ルール１０ 

ルール10 

0 

 防災生活道路に接する敷地では、
建築物の間口率を 7 割以上とし、建
物同士の隙間を少なくすることで火
や熱が道路に及ぶのを抑えます。 

 防災生活道路に接する敷地の建築物は高さを 5ｍ以上とし、延焼
の防止や、背後で発生した火災による道路への熱を遮断します。 

地区の環境にふさわしくない風俗関連施設や、ホテル又は旅館は建築できません。 

【間口率】Ａ/Ｂ＝７割以上 

ｈ＝５ｍ以上 
（概ね２階建て） 

 

 新たに敷地を分割する場合
は、敷地面積を 83ｍ２(約 25 坪)
以上とします。 

 

①防災生活道路 1 号から５号（地区計画図の
青字    ）に面する建築物の外壁又は
柱の面は、計画道路中心からの距離を 3.0
ｍ以上とします。 

建築物の屋根、外壁等の色彩は、まち並みと調和した落ち着いた色合いのも
のとします。また、屋外広告物・広告板は、景観を損なわないものとするとと
もに、腐朽、腐食、又は破損しやすい材料は使用できません。 

地区内では積極的に緑化を推進するとと
もに、屋上緑化等に努めることとします。 

外壁又は柱の面  計画道路中心線から３.０ｍ以上 

燃えにくい建物への更新 ルール５ 

 
区域内の準防火地域内では、建築物の構造に関する防火上の制限を強化します。 

※１：耐火建築物…鉄筋コンクリ
ート造、耐火被覆された鉄骨
造などのもの 

※２：準耐火建築物…鉄骨造、準
耐火性能を有する木造のもの 

延床面積 500ｍ２を超
えるものは、耐火建
築物※１とします。 

その他は、耐火建
築物又は準耐火建
築物※２とします。 

 防災生活道路沿道区域で、拡幅予定の防災

生活道路に面した建物の高さが概ね 5ｍ未満

（概ね 1 階部分）の範囲は、防火上有効な、

空隙のない壁などを設けることとします。 

道路に面した高さ 0.6ｍを超えるブロッ
ク塀等の築造を禁止します。 
道路に面して塀（垣、柵）を設ける場

合には、生け垣又は透視可能なフェンス
とします。 

②壁面の制限が定められた区域のうち、防災
生活道路の部分には、塀、柵、広告物、看
板等の工作物を設置できません。 

地区計画の決定にともない、千住西地区では以下の 10のルールが定められました。地区内の区域ごと
に適用されるルールは異なりますので、下記の「地区計画図」および説明文をご参照ください。 

地区計画図 

防
災
生
活
道
路
沿
道
区
域
で
の
追
加
ル
ー
ル 

まちづくり区域全域でのルール 

※ただし、現在の敷地をそのまま使用する場合、公共施設
の整備により分割された敷地、代替地として譲渡された
敷地にはこのルールは該当しません。 

ルール９ ルール３ 
建築物 

敷地 

道路 防災生活道路 

防災生活道路 
中心線 

3.0ｍ以上 3.0ｍ以上 

0.6ｍ 
以下 

ブロック塀の高さ 0.6ｍ以下 


